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公  司  本競 l●会は一般社団法人日本自動車連盟 (JA'公 認のtと国際自動早連盟 FIAの国際モータースホーツ競技搬 1に

準拠↓ン●_JA 国勾競技即 Jおよびその付員1 2016年 全日本シムカーナ|ター トトライアル運子に規定及び統一規ロリ

スピー ト行事開催規定及び本競

"会
特Яl規只」書に従い準国内競技椙式と t′て開催される

第1条  大会名称  NDC―TOKYOダ ー トトライアルスピリット

2016年 JAF門東タートトライアル選手権第 10戦

Ш ∩C関東

'―
トトライアルシリーズ   くUMRC全 国オールスター選lr戦 >

第 2条 競技種曰  スピードイ5事ダー トトライアル

第 3条 競技18式  JAF公 記 準に内競表格式

第 4条 閲催0   2016年 9月 25日 |口

'

第 5条 開催場所   丸ネ|オー トランドD3須

第 6条  オーガナイサー 日本ケットサンクラブ東京 (N EI C― Tokyo)

東京都品川区西五反日 4-32¬ 東京日産自動車販売い内 ヽ■者 ハ山需夫

第 7条 大会組織委員会  組繊晏員長 片吐1忠夫     組織番員 若松正太郎      組織委員 褐本義阜:

第 8条 大会害査委員会  言査テ員長 新名争雄 FSC,  審査委員 本村政彦

第 9条 競技会役員   競技長 横u幸博     同競技 晨 若松正太郎     コース委員長 _~松尚志

ll術晏員長 小山順二    .I時 二員長 横lU義 博     ll急 委員長 中11由 美了

事務局長  福本表朗

第 10条 参力0車両

本競,に参加てきる車両は 2016年日本シムカーナ|ター トトライアル選手権規Pに従つた車両と する

第11条  参加クラスおよびクラス適含車両の区分

【」AF公認吝「門】

N¬ 500&PN¬  気筒容■ 1500 cc以 下の 2輪 :[動 の N車両で,|ガス規制平成 12年規制l唯●●合車両 及び

気膏容積 1600 cc以 下の 2輪 5`動のPN重両およひすべてのA∈ 車両

PN-2  気筒容積 1600 ccを 超えるの 2輪駆動のPN車 両の内 F I AIJ AFttir発 ′]年‐|た はJAI登 録年が

2012年 1月 1日 以降の車両とする

N¬    2輪 駆動の ll車 両および気筒杏積 1600 cc以 下の 4姉5:動 の N車両

N-2   気筒容i藁 1600● cを超える4鈴[[Illlr N車 両

S1   2輪 駆動の SA車両 SAX車 両 t●
`よ

ひ SC車両

S-2   4輪 属[動の SA車両 SAX車 両および SC車両

D    JI気 量及●駆勁方式による区分無 ンの D重両

* 過絶装置1寸 きエンシンのり1気 量は全クラス元中 1気量の 171音換算とする

■ SC車 両 SAX車両および D亘両は工■ゾース トマニホール ト ハイフ マフラーついて自由であるが 触 媒 装 置 を

装百しなけれIJな らない

【クローズ ド都P3】 サポートクラス

SP¬  気筒容積制lP無 しの 21高駆動の N B SA SAX SC D車 両

SP-2 気筒容 l・・市り限無しの 41高駆動の N B SA SAX SC D車 両

すべての車両は 4点式シー トベル ト及ひ 6点式以上の□―ルバーを義務||け る

第12条 参力0資格 (競技運転者)

1)公安詈晏会発給の有効な自動車運転免許の所持者である事

2)満 20歳未満の運転者は参加中込に際 し 親権者の承諾讐をオーガテイサーに提出しなければならない

3)、りAF公認80「]参力]る は、JAF発給の 2016年度有効の競■凛転者謳 l証 を所持 している事

4)ク ローズ トg[門 サポー トクラスは ∪AFライセンス未所持昔 またはライセンス所持青 であ つても公記競

"会
の

参力崚 損が少ない者 および組織晏員会が認め●_者が参加できるものとする。

第 13条 参力1制限

1)参力0受付台数は 150台までとする

2,同一選手は 1ク ラス●Tみの参力]が許される

0)同一車両によう重複参加は JAF公記き,門 は 2名まで クローズ ド
=]門

サホー トクラスは 3名までとする.

4)前年度の全日本シー ドトライハーで各き「門告クラス 1位に記定された者は地方選手橿参加が認められない



第14条 参力0申 込先 参力0受付期間 参加申込方法

〒181-0014東京都三臨市野崎 2■ 9-40フアク ト内 NDO TOKYO事 務局

TEL 0422-31 0640 (100Э ¬ヽ7100) FAX 0422-31-0647E‐ mal:`●1■ ■|●」■e oCJ¨,い (問 合せ用,

2016年 9月 3日 (■ ,～9月 17日 (■ )必着

所定の参力]■込書に必要事項を記入捺印の上参加料を添え、参加申込先に指定期日内に現金書留にて郵送する事

参力0料は銀●振込も可.但 し、電信狡銀行振込済票のコピーを添付の上、参力0申込書を確実に郵送すること.

振込□座 :り そな銀行 弘明寺支店(630' 普通預金 1291732  NDCト ウキヨウスポーツプ ヨ]ヤマ ユ■ビロ

第15条  参 力0料

」AF公認3,門   |エ ントリー(1名) 1う .ooO円
クローズド部門 サポートクラス  1エントリニ く1名)3000円

参加受イJ期間中の参加l17,肖 |ま事務手数l12000円 を差Bいて逗却され _●  参力崚 理以後の参加llの返還は一切■わない

第 16条 賞 典

1)」AF公認剖門 クラス 1位から 6位の首を表彰,る.1位 ～3位 JAFメ ダル 主 ヒ者賞 4位 ～6位 主催言賞

但 t′

=ク
ラス参力]台数の 30%までとする. 情

=J賞
と t′て参力0□ 産車のなかのヘス トラップ首に日庄■賞を授与●る

2)ク ローズ ド部門 サポー トクラス クラス イ位から3位の音を表彰する 但 し各クラス参加台数の 30・・.ま でとする.

第 17条 競技のタイムスケジュール   (天 候等の理由でカ ミンク 7ワ 走
=を

中止する場合がある

',一 ■ォーラン 6100      '力 崎 記●付  6120～ 7120   公式車両模査 6:30-7:40

ンィーミンクアッフ走行 6i40～ 7150       ブリーフィング受イJ7150～

トライパースフ リーフィング 8:OO～ 8,15     慣 訂 歩

`5 8:15～
8:50

第 1 ビー ト 9100ヽ    第 1ビ ー ト終了後コース散水 その後コースオーフン

第 2ビー ト コースクローズから 10分後       表 彰 式  暫定結果発表30分後

第18条 スター ト

1)スター ト万
=は

ランニングスター トとする .

2'スタートは原口に ンでセッケン順に行う スター ト含図はクラフ鷹を|■用 t′  台図後 10炒以内にスター トすること

第 19条 計 時

1).I測 は競技百両が最初のコン トロールラインを横切つた時に開始 し最終のコントロールラインを横tjつ た時に終了する

2)言 1時は O「「 CAヒ TM∈RIJM QUARTZて iう。 11100秒 まで.t測 しその.t時結果を成績と,る .

万― ■.I時 .I漫 !機器が故障 tンた場合は別個の独立した副計時計測機器の計測結字を成績とする .

第 20条 信号含図

クラブ旗 :スター ト合図     赤債 :危険あり直ちに停車せよ    黒債 :ミ スコース

黄憤 :′ イヽロンタッチ 'ウ ン  緑値 :コ ースクリアー        チ■ッカー鷹 |ゴールイン

第 21条 成績の決定

|'庁行は 2回行い ベス トタイムの最も早いタイムを記録した者を上位とする.

2,ベス トタイムが同 t,場合は次●T通り順位を決定する

11セカントタイムの早い者      21)1気 量の小さい順      31競 表会嘗査姜員会の決定による

第 22条 車両変更

参加受理後J●車両変更は同―クラスにおいてのみ認められる場合がある.但 し 車両中告書に必要事項を記入し当日の

参加確認受 1寸 終了時までに提出し 競

"会
審査姜員会により認められた場合に限る.

第 23条 罰則規定

1)ス ター ト台図後 30秒以上経過 してもスター トしない場合は 当該ヒー トを無勁とする.

2)コ ース内パイロンを設定 した場合 接触 してパイロンが転倒又 よ移動 t′ た場合は 1本につき 5秒を加草する。

3)フ
`ニ

ッシュ後 減速区周が設けられている場合 減速を

`5わ

なかつた者は 5秒を10草する

4)ミ スコースと半J断された場合及び走行中に他者 |オフィシャルを含む,の援助を受けた者は当該ヒー トを無効とする

ミスコースした場合それに気付さ直ちに後退 正規のコースに戻った場合を除く

5)コース委員の信号台図を無視 した場合 その回の走行は無効となる

第 24条 失格規定  次の行為をした場合、参加

`及
ひ競技運転者はその競技会を失椙とする

1)競技役員の重要な指示に従わなかつた場合

2)不 I行為をした場合

3)コースアウ ト等で当人以外の人及び勁に損害を与えた場合

4)車両校査後 車両保管までの間に技術晏員の承認を行すに競技車両を変更 改造 した場合

5)競
"長

の承認を得すに車両検査後 競表0両を会場外へ出 t´た場合

6)1回 目の トライアル中 走イ5が危険であると半J断された車両 尚 これに間 ttる 抗議は一切受付けない。



7)2016年 度JAF国 |ん 競技車両規貝Jに違反 した場合

第 25果 車両検査

1)セ ッケンは車両校査前までに車両の左右に貼ること.車両検査は指定された時 P・5に 受けなくて|きならなしヽ

2)ヽ 術晏員長は不適当と半J断 した箇所について

`正

を昴じる事ができる 修正を命 じられた車両は,多正後に再車横を

受いな つ71iぎならない

0)車 両模査後はタイヤの交換 フラグの交換等の軽微rJ■ 業を除き、変更 交換作業は技術委員長の承認を得る事.

4,技 術姜員長は車両棧査時印 でヽあつても必要に応して車両校査を実ttする事ができる.

5)競 薇終了後に入賞車両の再車長を

`う
 この場合、分解 組IJけ  I具  部品等の経費は参力嗜 の負

'ド

と,る

6)百 車横をlF否 した者 |ま 人[とする

第 26条 抗 議

1)参加首及び競技運転者は自分が不当に処遇されていると半J断 tンた場合 これに対 してl■議することができる.0し

本特別規01書 ご規定された参力亜 否及び害判員の詢定に対しての抗議は受け付けられない.

2)抗 議を行う場合は t・ す文書により理由を明記し、国内蔵,搬 Jに 規定されF_抗議llを添えて競技長に提出つる事

3)競 技会富査委員会の載定結果は 当ラ青にn頭で伝えらねる

4,抗 誤llま抗議 7‐ 成立した場合にのみ逗Fされる.

5)車 両の分解横査に要した費用は、 でtr抗議が不成立の場合は抗議提出百 成立 した場合には抗議対象音が支払わなければ

なら,い .分解模査等に曼しF_費用は技術手員長が算定する

6)]― ス委員のIJ定 及び .t時 装置に閂する抗議に受けイ寸けない

第 27果 抗議の制限IIS間

1,技 イに委員の決定に
'Jす

るlr詰は決定直後に提出 すること

2)競 技中の過失又は反IJに

'Jす

るh議は競技の終了後 30分以内とする

0)競 技成績に関する●まは暫定結果発表後 30分以内と,る

4)そ の他の抗議の時間市J限 はJAF国 内競

"翻
Jに準拠する.

第 28条 損害の補償

1)ケス ト 観害 大会関係者の死亡 員傷 及び参ガ0者、競技運転者の参力]車 両 そのlj属品が破損 綺矢澪難等 及び会

場tr施設 _器勁をll損させた場合 理由の0]l・Jに問わす責任は各自が員わなければならない

2)参
"[首

 競技運1:者  ヘルバー |サービス員を含む|、 グス トはJAF及 びオーカテイサー 競技役員が一切の損言補償の責

任を見除されていることを了承 していなければならない 全ての競■役員 ま本大会の運営 競技会の役務に最書をつくす

ことはもちろんであるが その役努遂行によっておき,こ tのであつても 参加者、競技運転る、ヘル′ヽ一

'サ

ービス員を言

む, ケス ト 観衆 1観害,大会門係者の死亡 員塩 車両損害に対して一切の損害賠首司 ■を負わないものと,る

第29桑 参力0者及び競技運転者の遵守事項

次の事項を守らない参l10普及ひ競技運|[者 はその成績を無効又は競技含審査委員会の,定により■椙とする。

1)全ての参加首は本大会の公記 開催にかかわる本特別搬 1書に記載されている事IIFを 理解し誓約 すること

2)全 ての参力]首は スポーツマンシッフにのつとつたマナーを保たなくてはならない.

3)競 技運|:者は競技中及0競■に瀾する業務に従事 t′ている問は 薬品等で精神状態をつくろう,や飲酒をしては

ならない

4)オ ーガナイサー 競,役員及び競技会審査委員会tr名言を傷つけるよう71言動をしてはならない

5)′ トヽック内での走行は徐イ5しなくて まならない.

6)競 ,運転者はヘルメット 安全ベル トを装首し走iする事 又 レーシンクスーツに準する長袖長スボン レーシンググ

□―フを音用 してtiす ること

7)競 技HヘルメットはJAF国 内競技車両規貝J付只Jのスピー ド行事競,用ヘルメットに間する指導要綱を参照する事

8)ウ ォーミングアッフ走
=を

含みコースを走行する車両の運転印 Jの窓は全間にすること.

9'Iン シンの始動中はジャッキアップを禁止する リジットラック 1通称ウマ

'な

どで固定 してのエンシン始動は記められるが

ラックの足場の安全を確保し トライバーあるいはメカニックが同柔する事

第30果 本規貝Jの解釈及び違反

1)本 常ЯJ規員J及び競技に関 する諸規則

'公

式通知を言む)の解釈に疑ヽが生した場合は 競技会審査委員会の決定を最終とする

2)本 特月J規貝Jの違反に,Jす る罰員Jは 競■会富査晏員会の決定を最終とする

第31条 本規貝Jの施行及び記載されていない事項

1)本特月J規貝J書に記載されていない事項については、UAF国 内競技 |・H具 JとそのイJ員 J及び
「

A国際モータースポーッ競技規動

とその付貝Jに準lllする

2'本特別即 J言発
=後

UAFにおいて決定され公示された事項はすべての規員Jに優先する.

日本ダットサンクラフ東京 (NDO― Tokyo)大会組織委員会


